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村 の わ だ い
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青森放送株式会社と地域防災パートナーシップ協定締結
令和３年３月２３日（火）に下北文化

会館において、下北５市町村合同での協
定締結式を行い、冨岡村長が地域防災
パートナーシップ協定書に署名し青森放
送株式会社と協定を締結しました。本協
定は、村内で災害や事故、その他住民生
活に影響を与える事態が発生した場合や
発生が予想される場合に、避難所や被
害・復旧状況等の災害に関する情報を村
の要請に基づき青森放送がテレビやラジ
オで放送し、災害による被害の軽減及び
住民の不安解消を図り、生活の安全を確
保するとともに、平時から相互に協力す
ることによって地域の防災力を強化する
ことを目的としています。

佐々木 久次郎さん（易国間）百歳おめでとうございます
佐々木久次郎さんが、令和３年４月３日に満１００歳

の誕生日を迎え、村より顕彰状と記念品を贈呈し、長寿
をお祝いいたしました。
佐々木さんは大正１０年に生まれ、漁師として生活さ

れておりました。
現在は、親族がいる平内町の介護施設で生活されてお

ります。あいさつ、カラオケともに力強く堂々とされ、
元気な姿を拝見することができました。

春の交通安全運動
４月６日（火）から１５日（木）までの１０日間、春の全国交通安全運動が展開されました。
自動車やバイクの運転免許を取得したばかりのドライバーが増加し、

事故のリスクが高まる時期です。また、入学シーズンを迎え、子どもの交
通事故が多発するのを懸念し、村内では小中学生の登校時に街頭指導を
実施し、交通安全の啓蒙活動を行いました。
子どもだけでなく、高齢者が関係する事故の割合も依然として高いた

め、村民一人一人が交通ルールを理解し、交通マナーを習慣付けましょう。
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①講師 １年２組担任（音楽）
②むつ市立大湊中学校
③北海道滝川市
④２年ぶりに風間浦中学校で
お世話になります。久しぶ
りに風間浦中学校の校舎に
入り、風中生の色々な活動を
見ると、当時のことを思い出
し、懐かしさと今も変わらぬ
生徒の立派な姿に改めて身
が引き締まる思いです。こ

れから、少しでも子供達のため、地域の皆様のため
に貢献できるよう頑張ります。



風間浦小学校 この４月から小学校で勤務することとなった方々を紹介します｡
①役職・担任 ②前任校 ③出身地 ④ひとこと

風間浦中学校 この４月から中学校で勤務することとなった方々を紹介します｡
①役職・担任 ②前任校 ③出身地 ④ひとこと

森 恭さん

①教頭
②むつ市立苫生小学校
③むつ市
④下北で生まれ、育ちました。
これまで下北の小学校をいく
つも勤務してまいりました
が、風間浦村での勤務は初め
てです。これから子供のた
め、地域のために頑張ります
ので、よろしくお願いいたし
ます。

城戸 繁郎さん

①教諭 ４学年担任
②八戸市立鮫小学校
③青森市
④風間浦村が大好きで、２０年
近く八戸から通って時々訪れ
ていました。今回の異動で念
願だった風間浦小での勤務と
なりました。風間浦村のため
に精一杯がんばりたいと思い
ますので、どうぞよろしくお
願いいたします。

中村 孝子さん

①講師 ２学年担任
②むつ市立大畑小学校
③むつ市
④通勤初日、前だけ見て、とに
かく学校まで！通勤一週間
目、波の表情に一喜一憂！通
勤二週間目、漁をしている船
を見る余裕！「風間浦の素敵
発見！」を楽しんでいます。
風間浦のことをたくさん教え
てください。よろしくお願い
いたします。

武田 玲子さん中村 純樹さん

①教諭 １年１組担任
②むつ市立大平中学校
③むつ市（中野沢）
④大平中より赴任してきまし
た、中村と申します。歴史あ
る風間浦村で過ごせることを
うれしく思います。風間浦の
子どもたちのために、全力を
尽くしていきたいと思いま
す。海が好きです！釣りが好
きです‼よろしくお願いしま
す。

新田 黎さん

①講師 ２学年副担任
②新採用
③大間町
④３月に大学を卒業し、初めて
の勤務地が風間浦中学校に決
まり、地元のお隣の村という
ことで親近感があります。分
からないことがたくさんある
と思いますが風中生の皆さん
と共に成長できたらなと思い
ます。元気いっぱい頑張りま
す！よろしくお願いします！
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①風間浦村（蛇浦）
②税務国保課
国保グループ 主事
③４月より税務国保課の国保
グループにて働いておりま
す、冨岡と申します。地方創
生に携わりたくこの仕事を
選びましたが、まずは覚える
ことに必死な毎日です。日
常業務での数多な紙中心業
務を削減し、住民の皆さまの

手続きの簡素化の為にも尽力したいですが、必要不
要の判断を正しく下すための勉強が直近の課題で
す。さて、入る前は「暗い」イメージだった風間浦村
役場の印象を、まずこの１年で少しでも変えられた
ら勝ちだと思います。道端でお会いしましたらどう
ぞお声がけください！本年度より、よろしくお願い
いたします。

①大間町
②村民生活課
保健・衛生グループ 主事
③４月より村民生活課の保健
衛生グループに所属いたし
ました、野﨑と申します。ま
だまだ業務に追われる状況
で仕事を一つ一つこなすこ
とに必死でおりますが、まず
は村民の皆様には顔と名前
だけでも私の事を覚えてい

ただけたら幸いです。村の発展のために日々勉強
し、村民の皆様が充実した暮らしができるよう努力
して参りたいと思います。よろしくお願いいたしま
す。

風間浦村役場 この４月から風間浦村役場で勤務することとなった職員を紹介します｡
①出身地 ②担当課職名 ③ひとこと

風間浦消防分署 この４月から村内で勤務することとなった職員を紹介します｡
①前勤務地等 ②出身地 ③担当業務 ④ひとこと

冨岡 優斗さん 野﨑 竜星さん

伊藤 龍さん

①大間消防署
②大間町
③警防・予防係
④今年度大間消防署から異動に
なりました伊藤龍です。初め
ての異動でまだ右も左もわか
らない状態ですが、早く風間
浦村の地理・水利を覚え、風
間浦村の住民の方々が安心・
安全に暮らせるように尽力し
ますのでよろしくお願いしま
す。
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風間浦村職員配置表 （令和３年４月１日現在）

◎村 長 冨 岡 宏

総 務 課 総 務 グ ル ー プ (土井豊副参事) 竹村勝久総括主幹・飯田大二郎主査
（グループリーダー） 八戸篤史主査・伊藤めぐみ主査

両角まどか主事・能渡善行主幹(再任用)
小幡美咲会計年度任用職員

参事兼課長事務取扱
岩 間 貴 志

副参事兼防災推進監
土 井 豊 財務保安グループ 飯 田 義 明 主 幹 金橋寛明主査

（グループリーダー）

企画政策課 企画調整グループ 北 川 丈 美 主 幹 佐々木麻衣主事
（グループリーダー）

課長
亀 谷 孝 信 政策推進グループ (亀谷孝信課長) 池田啓彰主事・坂本幸喜主幹(再任用)

（グループリーダー） 松原久恵会計年度任用職員

村民生活課 福祉介護グループ (木下弘美参事) 川崎洋輔主査・坪田理成主事
（グループリーダー） 佐賀克明主幹(再任用)参事兼課長事務取扱

兼地域包括支援セン
ター所長兼総合福祉
センター所長
木 下 弘 美

保健衛生グループ 近藤裕一総括主幹 北川奈美子主幹・能渡和枝主任保健師
（グループリーダー） 野﨑竜星主事

地域包括支援センター (木下弘美所長) 五十洲由紀子主任保健師
坪悦子会計年度任用職員
新田沙希会計年度任用職員

総合福祉センター (木下弘美所長)

産業建設課 産業振興グループ 木 村 祐 生 主 幹 大野祐太郎主事
（グループリーダー） 奥本明史会計年度任用職員課長

本 間 浩 建設管理グループ 皆野雅彦総括主幹 平嶋俊介主査
（グループリーダー）

税務国保課 課税徴収グループ (伊勢貴治副参事) 土井真菜美主査・蝦名 舜主事
（グループリーダー）

参事兼課長事務取扱
山 本 聡

副参事
伊 勢 貴 治

国 保 グ ル ー プ 竹村由佳里主幹 冨岡優斗主事
（グループリーダー）

会計管理者 出 納 室 鈴木 誠主事

参事兼会計管理者
兼出納室長事務取扱
白 取 伸 一

議会事務局 横浜勇大主事

事務局長
五十洲 博

○教育長 越 膳 泰 彦

教育委員会事務局
教 育 課 教 育 グ ル ー プ 能 渡 春 実 主 幹 室舘綾乃主事・大野博明主事

（グループリーダー） 坂本淳夫会計年度任用職員
岩塚裕子会計年度任用職員課長兼公民館長

酒 井 敦 弘 公 民 館 事 務 局 (酒井敦弘公民館長) （室舘綾乃主事）

各 種 委 員 会

○監 査 委 員 事 務 局 五十洲博事務局長（議会事務局長）
横浜勇大書記（議会事務局主事）

○選挙管理委員会事務局 岩間貴志事務局長（参事兼総務課長事務取扱）
八戸篤史書記（総務課主査）

○農 業 委 員 会 事 務 局 本間浩事務局長（産業建設課長）
大野祐太郎書記（産業建設課主事）
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納税カレンダー
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十和田市在住のアマチュア写真家、国分光明（こくぶんみつあき）さんより寄贈された写真を紹介し
ます。国分さんは、昭和３０年代後半（１９６０年代前半）から足しげく下北半島を訪れ、風景や祭り
などを撮影しています。掲載された写真についての情報をお持ちの方は、風間浦村教育委員会（電話
３５－２２１０）までご連絡くださいますようお願いします。

易国間付近 冬の海岸 船遊び 子ら

Part 2

桑畑付近漁村 海辺の道 下風呂の海を望む（駅より) 蛇浦海岸（半鐘の見える風景)

バス停で待つ（長谷旅館前)

国分光明さんの撮影された写真は動画で
YouTubeに投稿されております。
興味のある方は、「YouTube 国分光明

下北」で検索‼



お 知 ら せ
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全国民生委員児童委員連合会は、毎年、５月１２日を「民生委員・児童委員の日」と

定めています。この日から１週間（５月１２日～１８日）を「活動強化週間」とし、民

生委員・児童委員活動周知の取り組みを強化する期間としています。

「民生委員・児童委員の日」とは？
民生委員制度は、大正６年（１９１７年）、岡山県で創設された「済世顧問制度」を源

としています。この済世顧問の設置に関する規定が交付されたのが同年５月１２日で

あることから、この日を「民生委員・児童委員の日」としています。

民生委員・児童委員を知っていますか？
民生委員・児童委員は、厚生労働大臣から委嘱され地域住民の身近な相談相手として

ボランティアで活動しています。民生委員は子育ての困りごとの相談にのる児童委員

も兼ねています。主任児童委員は児童の福祉を専門に担当しています。

お気軽にご相談ください
民生委員・児童委員は地域の皆様の相談相手です。高齢者や障がいのある方、子育て

中の方等から困りごとや心配ごとを聞いて、福祉サービスを紹介するとともに、助けて

くれる人や場所を紹介する橋渡しの役目をしています。皆様の立場に立って相談にの

りますので、何か悩んだり困ったりすることがあったら、お気軽にご相談ください。

相談内容の秘密を守ります
民生委員・児童委員には守秘義務があります。皆様が相談してくれた内容の秘密は

守ります。個人情報やプライバシーの保護に配慮した支援活動を行います。

風間浦村には民生委員児童委員協議会があり、各委員は担当の区域で活動していま

す。

【民生委員・児童委員】
〇蛇 浦 地 区 蛸嶋正男、富岡政子

〇易国間地区 林喜美子、米谷枝里子、坂本玲子

〇桑 畑 地 区 浜辺 久

〇下風呂地区 木村 正、佐藤健介、中野和子

【主任児童委員】
〇全 地 区 熊谷幸子、平嶋榮子

【お問合せ先】
村民生活課 福祉介護グループ

☎０１７５－３５－３１１１（総合福祉センターげんきかん内）

５月１２日は、「民生委員・児童委員の日」です
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１ 令和３年度保険料の軽減措置について
保険料は、均等割額（被保険者全員が納める額）と所得割額（所得に応じて納める額）の

合計ですが、次の方は保険料が軽減されます。

(１)所得が低い方の軽減

•同一世帯内の被保険者及び世帯主の所得額の合計に応じて、均等割額が軽減されます

が、次のとおり変わりました。

後期高齢者医療被保険者のみなさまへ

※１ 給与所得者等（給与所得者等が２人以上いる世帯に適用）

一定の給与所得者・・・給与等収入金額が５５万円を超える者

一定の公的年金等の支給を受ける者

・・・（６５歳未満）公的年金等収入金額が６０万円を超える者

・・・（６５歳以上）公的年金等収入金額が１２５万円を超える者

(２)被用者保険の被扶養者であった方の軽減

•均等割額が５割軽減されます。（資格取得後２年間）

※世帯の所得が低い方は、より高い軽減（７割軽減）が受けられます。

•所得割額の負担が免除されます。

令和３年度保険料額は、７月に通知します。

【お問合せ先】
青森県後期高齢者医療広域連合 ☎０１７－７２１－３８２１

令和２年度

世帯の所得額の合計 軽減割合

３３万円以下 ７．７５割

３３万円以下かつ被保

険者全員の年金収入が

年額８０万円以下（その

他の各種所得がない）

７割

３３万円＋（２８．５万

円×被保険者の数）以下
５割

３３万円＋（５２万円×

被保険者の数）以下
２割

令和３年度

世帯の所得額の合計 軽減割合

４３万円＋１０万円×

（給与所得者等（※１）

の数－１）以下

７割

４３万円＋（２８．５万

円×被保険者の数）＋

１０万円×（給与所得者

等（※1）の数－１）以下

５割

４３万円＋（５２万円×

被保険者の数）＋１０万

円×（給与所得者等（※

１）の数－１）以下

２割
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介護保険制度は、国や県、村が負担する「公費」と６５歳以上（第１号被保険者）、４０歳以上６５歳未満

（第２号被保険者）の人が納める「保険料」を財源として運営されています。介護保険サービスを利用する

際には、利用料の７～９割分を「公費」「保険料」で賄うことで、自己負担は１～３割で利用できます。

介護保険料は各市町村で３年ごとに見直しされ、令和３年度から第８期（令和３～５年度）の保険料は下

の表のとおり改定されました。

１号被保険者（６５歳以上の人）の介護保険料が改定されました

下北管内５市町村と下北地域県民局県税部は連携し、法定要件に該当する全ての事業主に、個人住民税の

特別徴収義務者の指定を行っています。

５月に各事業主（特別徴収義務者）宛に特別徴収税額決定通知書を送付いたしますので、６月支給分の給

与から天引きを開始のうえ、各市町村から送付される納入書により、天引きした月の翌月１０日までに金融

機関で納付してください。

特別徴収の適正な実施のために、ご理解とご協力をお願いいたします。

【お問合せ先】
風間浦村役場 税務国保課 ☎０１７５－３５－２１１１

下北地域県民局県税部 ☎０１７５－２２－８５８１ 内線２１０、２１１

事業主（給与支払者）の皆様へ重要なお知らせです！

第８期（令和３年度から令和５年度）第１号被保険者介護保険料（年額）段階表

◆第８期において介護保険料が改正（引き上げ）となった主な理由◆
•高齢化に伴う要支援・要介護者数の増加

•消費税増税や介護従事者の処遇改善等による介護報酬プラス改定

•介護サービス利用増による介護給付費の増加

＊介護保険制度はみんなで支え合う制度です
介護保険制度は、ご自身や家族に介護が必要となったときに、誰もが安心してサービスを利用できるよ

う社会全体で支える助け合いの精神に基づく制度です。被保険者皆さまのご理解とご協力をお願いしま

す。

【お問合せ先】村民生活課 福祉介護グループ ☎０１７５－３５－３１１１

段
階 該当者の定義

前期の

保険料

第８期

介護保険料

１

本
人
が
非
課
税

世
帯
非
課
税

生活保護、老齢福祉年金受給、本人の課税年金収入額と合計所得金額

の合計が80万円以下
21,780円 25,020円

２ 本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円超120万円以下 36,300円 41,700円

３ 本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計が120万円を超える 50,820円 58,380円

４ 世
帯
課
税

本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下 65,340円 75,060円

５ 本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円を超える 72,600円 83,400円

６
本
人
が
課
税

本人の合計所得金額が120万円未満 87,120円 100,080円

７ 本人の合計所得金額が120万円以上210万円未満 94,380円 108,420円

８ 本人の合計所得金額が210万円以上320万円未満 108,900円 125,100円

９ 本人の合計所得金額が320万円以上 123,420円 141,780円
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働き方や休み方の見直しに取り組む事業主の皆様へ
特別休暇制度、勤務間インターバル制度を導入しましょう

青森労働局からのお知らせ

働き方・休み方改善を進めるためには、企業の経営トップや人事担当部門等の取組はもちろん、それ

ぞれの職場で管理職を中心に意識改革や仕事の進め方の見直しに取り組むことが不可欠です。厚生労

働省「働き方・休み方ポータルサイト」では、参考資料や他社の取組事例を紹介していますので、ぜひ

御活用ください。

＜特別休暇制度について＞
特別休暇制度とは、労使による話し合

いを通じて、休暇の目的や取得形態を任

意に設定できる法定外休暇を指し、病気

休暇やボランティア休暇のほか、慶弔休

暇や夏季休暇も企業により任意に設定さ

れた特別休暇です。働く方々の健康の保

持・増進、ワーク・ライフ・バランス、モ

チベーションの向上を図り、その持てる

能力を十分発揮できる環境づくりに向

け、特別休暇制度を導入しましょう。

《URL》https://work-holiday.mhlw.go.jp/material/category4.html

＜勤務間インターバル制度について＞
勤務間インタ－バル制度は、１日の勤

務終了後、翌日の出社までの間に、一定

時間以上の休息時間を確保する仕組み

で、労働者の生活時間や睡眠時間を確保

するうえで重要な制度です。長時間労働

を是正するためには、まずは時間労働の

上限規制を遵守していただくことが必要

ですが、勤務間インターバル制度を導入

することも有効な手段になるものと考え

られますので、制度の導入を検討してみ

ましょう。

《URL》https://work-holiday.mhlw.go.jp/interval/#intervalmanual

【お問合せ先】青森労働局 雇用環境・均等室 ☎０１７－７３４－４２１１

•導入事例集 •ボランティア休暇 •裁判員休暇

•全業種版 •ＩＴ業種版
•建設業版

経済センサスは、事業所及び企業の経済活動の状態を明らかにすることを目的とした、重要な調査で

す。

調査結果は、国及び地方公共団体における行政施策の立案や民間企業における経営計画の策定など、

社会経済の発展を支える基礎資料として広く活用されます。

調査期日は６月１日です。

該当となる皆さまのご協力をよろしくお願いいたします。

令和３年経済センサスを実施します
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大間病院 内科医長 落合 秀也
皆様こんにちは。４月から大間に転勤してきました、大間病院内科の落合です。よ

ろしくお願いします。

さて、今月は糖質の摂り過ぎについてお話しします。皆さんは糖質・糖分、糖類など、

「糖」とつく似たような言葉が数種類あるのを知っていますか？それぞれ意味が違い

ますが、お医者さんが皆様とお話しするときに用いる糖質についてお話しします。糖

質とは体のエネルギーとして欠かせない炭水化物（麺類、ご飯類、パン類）に含まれる

栄養源です。中でも、脳は糖質しか栄養にできないため、頭を働かせるためには特に大

事になります。

しかしながら沢山とればいいということでもないのです。どんな食べ物もお薬も取

り過ぎれば毒となってしまうのです。沢山糖質をとると、血液検査で血糖値という数

字が上昇します。そのほかにHbA1Cという数値も上がってくるのです。これらが常に高

い状態が俗にいう糖尿病の状態です。一度糖尿病になってしまうと悪いことが起こり

やすくなります。

①血糖値が高いと血管が傷つきやすくなる

②血管が傷つくと血の流れが悪くなり、血が固まりやすくなる

③血の流れが悪いと栄養が行きにくい神経が痩せていく

④手足の神経が痩せていくと感覚が鈍くなる

⑤目の神経や血管が悪くなると目が見えにくくなる

⑥腎臓の血管が悪くなると、腎臓から尿を十分に出せなくなる

など体に良くないこと、病院に通わなければいけない時間が増えてしまいます。

糖尿病と診断されてしまうと、最初は生活習慣の改善で様子を見ますが、血糖を下げ

る薬の内服が必要になることもあります。

糖尿病になってからでなく、まず糖尿病にならないように予防することが大切です。

そのために普段の生活からできること、それは１回に取る糖質の量を減らすことです。

１日３回で食べていたものを５回に分けて食べるだけでも違ってきます。食べる量か

らではなく、食べる回数から気をつけること、ここから挑戦してみませんか。

大間病院だより
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何か気になること、相談したいことがあれば、遠慮なく村民生活課までご連絡ください！
【お問合せ先】風間浦村 村民生活課 保健衛生グループ ☎０１７５－３５－３１１１

たばこを吸う人の死亡率は吸わない人に比べると高くなります。特に、２０歳よりも前に
たばこを吸いはじめると、男性は８年、女性は１０年も寿命が短くなるという調査もあります。
たばこの害というのは、吸っている本人だけでなく、周りにいる人にも健康への害があり、

他の人のたばこの煙を吸いこんでしまうことを「受動喫煙（じゅどうきつえん）」といいます。

※新型コロナウイルス感染症対策へのご協力をお願いいたします。
「マスクの着用」「３密の回避」「手洗い・消毒」などの基本的な対策を徹底しましょう。


５月３１日は「世界禁煙デー」です｡

みんなで受動喫煙のない社会を目指しましょう。

あなた自身と、あなたの大切なひとを守るために
『禁煙』にチャレンジしてみませんか？

“電子たばこについて”
最近、煙が出ない新しいタイプのたばこが登場しています。日本ではニコチンを含むも

のは現在販売されていませんが、ニコチンの有無にかかわらず、健康に影響を及ぼす可能
性のあるホルムアルデヒド、アセトアルデヒドといった発がん性物質などを発生するもの
があると報告されています。電子たばこを使用して、呼吸困難、息切れ、胸痛といった呼
吸器症状等がみられる場合があり、健康に悪影響があります。

家族の中に一人でもたばこを吸っている人がいたら、家族全員の健康
が害されることになります。家族に煙がいかないようにと換気扇の下で
喫煙していても、子どもの尿からはニコチン代謝物がでたというデータ
もあります。空気清浄機でも、たばこの有害物質は除去できません。

分煙しても完全にたばこの煙の害をさけることはできません！

たばこによる健康被害
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令和３年度 社会福祉協議会実施事業概要

区
分 事 業 名 称 事 業 内 容 事業費

補
助
・
住
民
会
費
事
業

法 人 運 営 事 業

法人運営（理事会・評議員会運営、法務、総務、経理）

関係団体事務局運営（老人クラブ連合会、身体障害者福祉会

母子寡婦福祉会、共同募金委員会）、生活困窮者等相談業務

17,063

ボランティアセンター活動事業 ボランティア活動団体、ボランティア推進校への支援、協働 136

福祉安心電話サービス事業 緊急通報機能付電話設置による安否確認（設置者16人） 207

移 送 サ ー ビ ス 事 業 身体障害者、要介護者を病院等に移送（利用登録者45人） 1,348

シルバー人材センター事業 高年齢者の就業を促進し、地域を活性化する（会員11人） 848

た す け あ い 資 金 貸 付 事 業
低所得者世帯等に対する生活・医療・更生資金等の貸付

（貸付中件数：５件）
304

共
募

共 同 募 金 助 成 金 事 業 ※①は前年度募金実績で県共募より事業費助成を受ける

① 移 送 サ ー ビ ス 配 分 移送サービス（福祉有償運送）事業に対し、事業費を配分 360

③ ＮＨＫ歳末たすけあい 85歳以上の在宅低所得単身世帯に年末おせちを配給 40

受
託

生 活 福 祉 資 金 貸 付 事 業
低所得者等への貸付、償還指導を民生委員の協力により実施

※実施主体：青森県社協 （年度末貸付中件数19件）
70

介
護
保
険
事
業

デイサービスセンター事業

① 地域密着型通所介護 要介護者の入浴、給食等の通所サービス（契約者数20人）

20,504② 通 所 型 総 合 事 業 要支援者等軽度の方への通所サービス（契約者数10人）

③ 生 き が い 活 動 支 援 自立した方の通所サービス（現在利用者なし）

居 宅 介 護 支 援 事 業 要介護者のケアプラン作成、給付管理（契約者数29人） 4,796

単位（千円）

令和３年度 社会福祉協議会当初予算（全事業総括）

【経常支出】
（単位：千円)

【経常収入】
（単位：千円)

科 目 3年度 2年度 増 減

会 費 収 入 809 832 -23

寄 附 金 30 30 0

風 間 浦 村 補 助 金 13,295 13,295 0

風 間 浦 村 受 託 金 0 0 0

その他補助・受託金等 70 169 -99

事業収入（非介護保険) 1,099 1,081 18

貸 付 事 業 等 収 入 170 173 -3

共 同 募 金 配 分 金 400 370 30

負 担 金 収 入 0 0 0

介 護 保 険 収 入 24,542 24,124 418

雑収入・その他の収入 149 450 -301

受 取 利 息 配 当 金 11 12 -1

基金・積立等取崩収入 0 0 0

【Ａ】経 常 収 入 計 40,575 40,536 39

科 目 3年度 2年度 増 減

人 件 費 32,282 34,163 -1,881

事 業 費 5,842 5,655 187

事 務 費 2,876 2,815 61

貸 付 事 業 等 支 出 340 330 10

助 成 金 250 270 -20

分担金・負担金等支出 50 50 0

【Ｂ】経 常 支 出 計 41,640 43,283 -1,643

A-B(経常活動資金収支差額) -1,065 -2,747 1,682

固 定 資 産 取 得 支 出 0 0 0

積 立 資 産 支 出 34 434 -400

当 期 資 金 収 支 差 額 -1,099 -3,181 2,082

※１：経理区分間繰入金収入・支出（内部取引）は含まず。 ※２：千円未満切り捨て
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（３月末現在)

男 860人 (先月比－６人 )
女 912人 ( 〃 －９人 )
計 1,772人 ( 〃 －15人 )

世帯数 892世帯( 〃 －７世帯)

●お誕生おめでとう
松 本 千和花ちゃん （春和） 蛇 浦

●お悔み申し上げます
五十洲 哲 夫 さん （96歳） 蛇 浦
木 下 義 俊 さん （69歳） 蛇 浦
鈴 木 元 治 さん （86歳） 蛇 浦
鈴 木 ミドリ さん （83歳） 蛇 浦
佐々木 ヤ ス さん （95歳） 易国間
長 谷 津惠子 さん （87歳） 下風呂

（３月届出分)私たちの村の人口

村では令和２年度から易国間浄水場の改修工事を行ってお

ります。令和２年度では浄水棟と配水池を建設しています。

令和３年度は浄水棟の内部に浄水処理設備を設置する計画と

なっております。

高
たか

橋
はし

怜
れい

汰
た
くん

Ｒ2.3.16日生 下風呂（保護者：勝）

小さな体ですが食べる事が大好きな我が家の元
気印の怜汰です。これからもたくさん食べて運
動してすくすくと成長していってね。

パパ・ママより

令和２年度易国間浄水場改修工事の報告

浄水棟

配水池

風間浦村教育委員会委員として、根戸内教子氏が再任され、４月１日（木）に冨岡村長より任命

辞令が交付されました。今後、さらなるご活躍が期待されます。

なお、根戸内氏は３期目、任期は令和３年４月１日から令和７年３月３１日まで（４年）となり

ます。

風間浦村教育委員会委員 根戸内教子氏（再任）に辞令交付


